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�愛媛県告示第１５３８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５４０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）附則第５条第４項の規定により法第６条第２項の規定による届出と

みなされる法附則第５条第１項の規定による変更に係る事項の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定

に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産

業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

デオデオ今治本店 今治市馬越町二丁目
４番１０号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前１０時から午後８
時まで

午前１０時から午後９
時まで

平成１８年
１０月１１日

平成１８年
１０月１０日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前９時３０分から午
後８時３０分まで

午前９時３０分から午
後９時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業経済部商工労

政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出………………………………………………………９１０

○ 大規模小売店舗を設置している者の変更の届出の概要等……………９１０

○ 肥料登録有効期間の更新…………………………………………………９１０

○ 土地改良区役員の就退任の届出（１１件）………………………………９１１

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………９１４

○ 新たな土地改良事業の施行の認可………………………………………９１４

○ 地域森林計画案の公表……………………………………………………９１４

○ 地域森林計画の変更案の公表（４件）…………………………………９１４

○ 解除予定保安林……………………………………………………………９１５

○ 道路の区域変更（一般国道３７８号）……………………………………９１５

○ 道路の区域変更（県道宇和三瓶線）……………………………………９１５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………９１５

○ 道路の区域変更（県道瀬田八多喜停車場線）…………………………９１６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………９１６

発 行 愛 媛 県

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

光生病院 今治市室屋町三丁目２番
地１０ 医療法人補天会

平成２１年
１０月２２日
まで

○ 道路の位置の指定…………………………………………………………９１６

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定…………………………………………９１６

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第１８０６号 平成１８年１０月２４日

平成１８年１０月２４日火曜日 第１８０６号

愛 媛 県 報

９１０
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�愛媛県告示第１５４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市橘土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�愛媛県告示第１５４２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市三津屋土地改良区から次のとおり役員が就任、及び退任した

旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５４３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市明理川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２１
年１０月
２３日

愛媛県
第１２４１
号

魚廃物
加工肥
料

明浜漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量７．０
りん酸
全量
１．５

加里全
量１．０

公定規
格のと
おり

明浜漁業協同組
合
愛媛県西予市明
浜町狩浜１－２１
５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 敏 夫 西条市西泉乙３６９番地３

〃 横 井 公 之 西条市楢木１６０番地

〃 藤 原 躾 雄 西条市西泉乙４１２番地

〃 西 坂 道 輝 西条市西田甲５３０番地

〃 難波江 好 美 西条市楢木１４４番地４

〃 永 井 保 西条市野々市１２２番地

〃 佐 伯 時 哉 西条市坂元甲３９４番地１

〃 佐 伯 美由喜 西条市坂元甲３４７番地

〃 楠 學 西条市坂元甲３９番地

〃 石 川 薫 明 西条市洲之内甲４４４番地

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

〃 戸 田 静 雄 西条市禎瑞１７５２番地

監 事 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 横 井 清 光 西条市西泉乙１４７番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 敏 夫 西条市西泉乙３６９番地３

〃 横 井 公 之 西条市楢木１６０番地

〃 藤 原 躾 雄 西条市西泉乙４１２番地

〃 岩 本 雄 一 西条市西田甲５３６番地

〃 難波江 好 美 西条市楢木１４４番地４

〃 永 井 保 西条市野々市１２２番地

〃 工 藤 純 西条市坂元甲４０９番地

〃 佐 伯 一 男 西条市坂元甲３４７番地

〃 楠 學 西条市坂元甲３９番地

〃 石 川 薫 明 西条市洲之内甲４４４番地

〃 松 本 省 三 西条市中野甲４９２番地

〃 戸 田 静 雄 西条市禎瑞１７５２番地

監 事 村 上 和 孝 西条市野々市５９番地

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 高 橋 秀 信 西条市西泉乙１２６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 原 一 雄 西条市三津屋南１２番７

〃 石 原 尚 西条市三津屋３９５番地

〃 高 山 昌 徳 西条市三津屋１２２番地

〃 一 色 力 彌 西条市三津屋南２番２９

〃 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

〃 一 色 実 西条市三津屋８番地３

監 事 頼 木 勇 二 西条市周布３６７番地２

〃 一 色 英 雄 西条市三津屋７９番地５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 原 一 雄 西条市三津屋南１２番７

〃 石 原 尚 西条市三津屋３９５番地

〃 高 山 昌 徳 西条市三津屋１２２番地

〃 一 色 力 彌 西条市三津屋南２番２９

〃 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

〃 二 神 清 一 西条市三津屋１０８番地

監 事 頼 木 勇 二 西条市周布３６７番地２

〃 一 色 実 西条市三津屋８番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 川 多 功 西条市明理川１５２番地

〃 一 色 正 喜 西条市明理川２８８番地２

〃 秋 川 久 男 西条市明理川２８６番地２

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 秋 川 信 二 西条市明理川１９７番地

監 事 石 原 保 志 西条市明理川１７１番地

〃 石 原 浩 西条市明理川１６３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 川 多 功 西条市明理川１５２番地

〃 一 色 正 喜 西条市明理川２８８番地２

愛 媛 県 報平成１８年１０月２４日 第１８０６号

９１１
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�愛媛県告示第１５４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市周布土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１５４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市大新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５４６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市喜多台土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

〃 秋 川 久 男 西条市明理川２８６番地２

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 一 色 治 久 西条市明理川１７９番地

監 事 石 原 正 照 西条市明理川３１８番地

〃 石 原 保 志 西条市明理川１７１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 塚 喜 一 西条市周布１３５１番地

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 青 野 幸 雄 西条市吉田１１５３番地

〃 森 田 稔 西条市周布２１８７番地

〃 鈴 鹿 克 則 西条市周布１５３９番地１

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 鈴 鹿 清 重 西条市吉田４６５番地１

〃 伊 藤 博 西条市吉田１８０番地２

〃 岩 井 健 西条市北条１５４８番地

〃 日 野 義 幸 西条市吉田２３６番地２

〃 高 橋 義 昭 西条市吉田１０４０番地２

〃 越 智 保 身 西条市吉田６２３番地

〃 吉 木 光 義 西条市吉田８１０番地２

〃 戸 田 清 隆 西条市石田７５８番地

〃 頼 木 博 西条市三津屋南１１番１６

〃 三 村 研 一 西条市周布４７８番地３

監 事 藤 岡 昇 西条市周布１８０１番地

〃 武 田 一 郎 西条市周布１３８４番地

〃 長 井 佑 二 西条市吉田２５１番地１

〃 近 藤 通 利 西条市吉田６０１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 平 塚 喜 一 西条市周布１３５１番地

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 日 野 正 西条市吉田５０１番地

〃 森 田 稔 西条市周布２１８７番地

〃 鈴 鹿 克 則 西条市周布１５３９番地１

〃 一 色 宣 征 西条市周布１５９１番地

〃 高 橋 通 西条市周布５１９番地

〃 伊 藤 博 西条市吉田１８０番地２

〃 一 色 英 陽 西条市吉田１１５９番地

〃 日 野 義 幸 西条市吉田２３６番地２

〃 高 橋 義 昭 西条市吉田１０４０番地２

〃 越 智 保 身 西条市吉田６２３番地

〃 吉 木 光 義 西条市吉田８１０番地２

〃 戸 田 清 隆 西条市石田７５８番地

〃 日野岡 哲 良 西条市北条５１７番地

〃 頼 木 勇 二 西条市周布３６７番地２

監 事 二 神 健 訓 西条市周布４５８番地１

〃 高 橋 弘 西条市周布１６０９番地

〃 鈴 鹿 清 重 西条市吉田４６５番地１

〃 近 藤 通 利 西条市吉田６０１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 内 萬 次 西条市大新田２１３番地

〃 曽我部 恒 夫 西条市大新田２０１番地

〃 柳 瀬 豊 明 西条市大新田５５４番地３

〃 稲 井 昭 一 西条市大新田１９３番地

〃 稲 井 重 弘 西条市大新田５５１番地

監 事 柳 瀬 幸 蔵 西条市大新田２３０番地

〃 柳 瀬 幹 夫 西条市大新田２２４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 内 萬 次 西条市大新田２１３番地

〃 曽我部 恒 夫 西条市大新田２０１番地

〃 柳 瀬 豊 明 西条市大新田５５４番地３

〃 川 上 龍 治 西条市大新田１４２番地７

〃 稲 井 昭 一 西条市大新田１９３番地

監 事 柳 瀬 幸 蔵 西条市大新田２３０番地

〃 柳 瀬 幹 夫 西条市大新田２２４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 白 石 孝 司 西条市喜多台８９番地

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 木 原 浩 西条市喜多台２３２番地１

〃 越 智 和 男 西条市喜多台６１番地

監 事 藤 原 幹 雄 西条市喜多台２０５番地

〃 中 路 博 西条市喜多台２２７番地２

愛 媛 県 報平成１８年１０月２４日 第１８０６号

９１２



退 任
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�愛媛県告示第１５４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市円海寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市泊土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５４９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市平井町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１５５０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

長浜町土地改良区から次のとおり役員が就任、及び退任した旨の届

出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 川 好 弘 西条市喜多台１００番地

〃 寺 町 譲 西条市喜多台１８９番地１

〃 白 石 孝 司 西条市喜多台８９番地

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 中 路 美智雄 西条市喜多台３４８番地

監 事 藤 原 幹 雄 西条市喜多台２０５番地

〃 木 原 浩 西条市喜多台２３２番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 川 上 尚 志 西条市円海寺２９３番地１

〃 森 山 剛 西条市円海寺２７３番地１

〃 飯 尾 要 西条市円海寺９０番地４

〃 玉 井 常 馬 西条市円海寺４３番地２

監 事 越 智 博 司 西条市円海寺１７５番地４

〃 黒 河 正 春 西条市円海寺１７５番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 山 剛 西条市円海寺２７３番地１

〃 飯 尾 要 西条市円海寺９０番地４

〃 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 川 上 尚 志 西条市円海寺２９３番地１

〃 黒 河 正 春 西条市円海寺１７５番地２

監 事 玉 井 常 馬 西条市円海寺４３番地２

〃 越 智 博 司 西条市円海寺１７５番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 本 峰 夫 松山市泊町１０４

〃 小 池 哲 也 松山市泊町８８５

〃 萩 野 耕 司 松山市泊町５５２

〃 小 池 進 松山市泊町７６５

〃 小 池 真 悟 松山市泊町９７１

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 中 村 善 文 松山市泊町５１１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 哲 也 松山市泊町８８５

〃 田 中 好 彦 松山市泊町９２６－１

〃 松 本 峰 夫 松山市泊町１０４

〃 田 中 定 秀 松山市泊町７６８

〃 萩 野 耕 司 松山市泊町５５２

監 事 中 川 保 松山市泊町５１３

〃 中 村 善 文 松山市泊町５１１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 賢 二 松山市平井町６８８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 菊 地 宣 之 大洲市豊茂甲５０３－２

〃 鎌 田 圭 二 大洲市豊茂甲６８８

〃 西 川 美喜雄 大洲市長浜町上老松甲４１９

〃 惣 谷 夫二郎 大洲市戒川甲９６４

〃 渡 邊 重 孝 大洲市柴甲１０５１

〃 宮 本 増 憲 大洲市戒川甲２１４

〃 矢 間 一 義 大洲市長浜町今坊甲１４０７

〃 大 谷 信 行 大洲市長浜町黒田甲２９０－３

〃 田 中 堅太郎 大洲市長浜町櫛生乙１３５

〃 岡 孝 志 大洲市長浜町沖浦丙２１２５

〃 垣 見 芳 彦 大洲市長浜町出海乙１１６９

〃 河 中 清 則 大洲市長浜町出海甲１３０１－１

〃 丸 山 壽 一 大洲市長浜甲４９１

監 事 山 下 利 治 大洲市柴甲１５９５

〃 政 所 憲 一 大洲市長浜町櫛生乙１４９
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退 任
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�愛媛県告示第１５５１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

城川町魚成土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５５２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市荏原地区土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

新居浜市吉岡泉土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・榎藪地区）の施行

を平成１８年１０月１１日認可した。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

南予地域森林計画を立てたいので、同法第６条第１項の規定により、

当該地域森林計画の案を宇和島地方局産業経済部森林林業課におい

て告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５５号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

肱川地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を八幡浜地方局産業経済部森林林

業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

中予山岳地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を松山地方局産業経済部久万

高原森林林業課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

〃 木 下 健 次 大洲市長浜町下須戒甲１９０９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 久 保 幾 男 大洲市長浜町下須戒甲９３５

〃 西 川 美喜雄 大洲市長浜町上老松甲４１９

〃 惣 谷 夫二郎 大洲市戒川甲９６４

〃 渡 邊 重 孝 大洲市柴甲１０５１

〃 宮 本 増 憲 大洲市戒川甲２１４

〃 矢 間 一 義 大洲市長浜町今坊甲１４０７

〃 久 保 正 甫 大洲市長浜町黒田甲２２８－２

〃 田 中 堅太郎 大洲市長浜町櫛生乙１３５

〃 岡 孝 志 大洲市長浜町沖浦丙２１２５

〃 小 西 甫 明 大洲市長浜町出海甲１２７２

〃 垣 見 芳 彦 大洲市長浜町出海乙１１６９

〃 丸 山 壽 一 大洲市長浜甲４９１

監 事 菊 地 宣 之 大洲市豊茂甲５０３－２

〃 山 下 利 治 大洲市柴甲１５９５

〃 寶 生 芳 正 大洲市長浜町櫛生乙８９３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 浅 野 秀三郎 西予市城川町魚成４０３０番地

〃 河 野 源太郎 西予市城川町魚成４０１９番地

〃 田 中 正 男 西予市城川町魚成１５５８番地

〃 織 田 道 信 西予市城川町魚成３２０９番地

〃 松 根 義 文 西予市城川町魚成１７４２番地

〃 白 石 秋 雄 西予市城川町魚成１７２６番地

〃 土居原 登 西予市城川町魚成１５３７番地

〃 芝 淳 西予市城川町魚成４２６２番地

〃 岡 田 清 志 西予市城川町魚成３６３６番地

〃 河 野 渉 西予市城川町魚成４４１０番地

〃 青 木 志 郎 西予市城川町魚成４８７１番地

〃 河 野 正 弘 西予市城川町魚成５０７３番地

〃 青 木 新 西予市城川町魚成４９７８番地

〃 河 野 光 男 西予市城川町魚成４９８３番地

監 事 志 波 豊 西予市城川町魚成４５９４番地

〃 山 内 莊 陸 西予市城川町魚成６９番地

〃 土居原 克 彦 西予市城川町魚成１６９１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宇都宮 憲 一 西予市城川町魚成３９５１番地

〃 矢 野 昌 之 西予市城川町魚成１７００番地

〃 榊 原 茂 西予市城川町魚成３９２６番地

〃 河 野 博 西予市城川町魚成４２１５番地

〃 山 内 仁 西予市城川町魚成１４１３番地

〃 矢 野 勝 幸 西予市城川町魚成１６８７番地

〃 松 根 保 西予市城川町魚成１７０５番地

〃 白 石 秋 雄 西予市城川町魚成１７２６番地

〃 河 野 正 弘 西予市城川町魚成５０７３番地

〃 青 木 新 西予市城川町魚成４９７８番地

〃 松 浦 敬一郎 西予市城川町魚成４６３８番地

〃 若 宮 晴 義 西予市城川町魚成４１７８番地

〃 河 野 光 男 西予市城川町魚成４９８３番地

〃 伊 原 八 重 西予市城川町魚成３３０６番地

監 事 志 波 豊 西予市城川町魚成４５９４番地

〃 赤 松 博 人 西予市城川町魚成３１９６番地

〃 河 野 守 正 西予市城川町魚成８３７番地
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平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

東予地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定によ

り、当該地域森林計画の変更の案を西条地方局産業経済部森林林業

課において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

今治松山地域森林計画を変更したいので、同法第６条第１項の規定

により、当該地域森林計画の変更の案を今治地方局産業経済部森林

林業課及び松山地方局産業経済部森林林業課において告示の日から

３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

四国中央市具定町字分木乙６３の４、乙６３の５（以上２筆国有林）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１５６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
伊予市双海町高野川甲３２６番８から

同町高野川甲３２６番９まで

旧 ２７．５～３４．５ ０．０６０

新 ３２．０～３５．０ ０．０６０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三瓶線
西予市宇和町西山田２２８５番から

同町西山田２３３６番３まで

旧 ４．２～１１．０ ０．４１６

新 １１．０～１９．５ ０．４１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三瓶線
西予市宇和町西山田２２８５番から

同町西山田２３３６番３まで
平成１８年１０月２４日
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�愛媛県告示第１５６５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市金生町下分字板屋８５６番１

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社

代表取締役 白石 一忠

３ 図面省略

�愛媛県告示第１５６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６６号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成１８年１０月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市八多喜町甲２０５番３地先から

同町甲２０５番１地先まで

旧 ５．３～９．０ ０．０２０

新 ８．０～１３．０ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 瀬田八多喜停車場線
大洲市八多喜町甲２０５番３地先から

同町甲２０５番１地先まで
平成１８年１０月２４日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

八第
２９号

八幡浜市古町二丁目３番１号 愛媛県立八幡浜工業高等学校Ｐ．Ｔ．
Ａ

八幡浜市古町二丁目３番１号
愛媛県立八幡浜工業高等学校内

平成１８年１０月５日

新第
１号

新居浜市本郷二丁目４番１８号 社団法人愛媛県猟友会新居浜支部 新居浜市本郷二丁目４番１８号
有限会社新栄測量設計内

平成１８年１０月６日

平成１８年１０月２４日 発行

愛 媛 県 報平成１８年１０月２４日 第１８０６号

９１６


